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規 則

(公 安 委 員 会)

茨城県公安委員会規則第２号

茨城県警察組織規則の一部を改正する規則を次のように定める｡

平成15年３月13日

茨城県公安委員会委員長 中 川 清

茨城県警察組織規則の一部を改正する規則

茨城県警察組織規則 (昭和46年茨城県公安委員会規則第６号) の一部を次のように改正する｡

第４条第１項中 ｢監察官｣ の次に ｢及び監察室｣ を加え, ｢監察課情報管理課｣ を
｢情報管理課
留置管理課｣ に改める｡

第５条の２第１項中 ｢および｣ を ｢及び｣ に, ｢調査官｣ を ｢管理官｣ に改め, 同条第２項中 ｢調査官｣ を ｢管理

官｣ に, ｢および｣ を ｢及び｣ に, ｢あたり｣ を ｢当たり｣ に, ｢ならびに｣ を ｢並びに｣ に改める｡

第８条の次に次の１条を加える｡

(監察室長等)

第８条の２ 監察室に, 監察室長を置く｡

２ 監察室長は, 監察官をもって充てる｡

３ 監察室長は, 上司の命を受け, 監察室の事務を掌理し, 所属職員を指揮監督する｡

４ 監察室に, 室長代理及び室長補佐を置く｡

５ 室長代理は, 上司の命を受け, 監察室の総括的な運営について室長を補佐するとともに, 所属職員を指揮監督す

る｡

６ 室長補佐は, 上司の命を受け, 室長を補佐し, 部下職員を指揮監督する｡

７ 第５条の２, 第７条及び前条の規定により課に置く職及び係は, 監察室について準用する｡

第10条中第14号を削り, 第15号を第14号とする｡

第14条及び第14条の２を削り, 第14条の３第１号及び第２号を次のように改める｡� 電子計算組織の整備計画及び電子計算組織による情報の管理の企画に関すること｡� 電子計算組織の運用に関すること｡

第14条の３中第４号を第５号とし, 第３号を第４号とし, 第２号の次に次の１号を加える｡� 電子計算組織を活用した事務能率の増進に関すること｡

第14条の３を第14条とし, 同条の次に次の３条を加える｡

………………
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(留置管理課)

第14条の２ 留置管理課においては, 次の事務をつかさどる｡� 留置場に関すること｡� 被留置者の管理に関すること｡� 被留置者の護送に関すること｡

(監察官)

第14条の３ 監察官は, 命を受け, 監察の実施に関する事務をつかさどる｡

(監察室)

第14条の４ 監察室においては, 次の事務をつかさどるほか, 首席監察官及び監察官を補佐する｡� 警察職員の服務及び所管行政の監察に係る企画, 調整及び実施に関すること｡� 表彰及び懲戒に関すること｡� 訟務に関すること｡� 損害賠償に関すること｡

第21条に次の１号を加える｡� 暴走族対策に関すること｡

第27条の４及び第27条の５を削り, 第27条の６を第27条の４とし, 第27条の７から第27条の17までを２条ずつ繰り

下げる｡

第31条の２を第31条の４とし, 第31条の次に次の２条を加える｡

(暴走族対策室)

第31条の２ 交通部交通指導課に, 暴走族対策室を附置する｡

２ 暴走族対策室は, 暴走族対策及び暴走族の取締りに関する業務に当たる｡

３ 暴走族対策室に, 係を置く｡

(暴走族対策室長)

第31条の３ 暴走族対策室に, 室長を置く｡

２ 室長は, 上司の命を受け, 室務を掌理し, 所属職員を指揮監督する｡

第32条中 ｢, 第27条の16｣ を削り, ｢及び第30条｣ を ｢, 第30条及び第31条の２｣ に改める｡

第38条第１項中 ｢及び地域・交通官｣ を ｢, 地域・交通官又は地域・警備官｣ に改め, 同条に次の１項を加える｡

６ 地域・警備官は, 上司の命を受け, 警察署の事務のうち地域警察及び警備警察の運営について署長を補佐し, 部

下職員を指揮監督する｡

別表３茨城県警察交通機動隊潮来分駐隊の項中 ｢潮来市延方乙｣ を ｢潮来市洲崎｣ に改める｡

附 則

１ この規則は, 平成15年３月19日から施行する｡

２ 茨城県警察職員の特別ほう賞金に関する条例施行規則 (昭和41年茨城県公安委員会規則第10号) の一部を次のよ

うに改正する｡

第２条第２号中 ｢, 監察課長｣ を削る｡

第７条中 ｢監察課｣ を ｢監察室｣ に, ｢行なう｣ を ｢行う｣ に改める｡

茨城県公安委員会規則第３号

交番, 駐在所等の設置並びにその名称, 位置及び所轄区域等に関する規則の一部を改正する規則を次のように定め

る｡
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平成15年３月13日

茨城県公安委員会委員長 中 川 清

交番, 駐在所等の設置並びにその名称, 位置及び所轄区域等に関する規則の一部を改正する規則

交番, 駐在所等の設置並びにその名称, 位置及び所轄区域等に関する規則 (昭和35年茨城県公安委員会規則第２号)

の一部を次のように改正する｡

別表第２�水戸の項中

別表第２�麻生の項中
改め, 同表竜�崎の項中
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｢

赤塚町交

番

水戸市大塚町

1825の２

｣

を

｢

赤塚駅前

交番

水戸市河和田

一丁目1830番

地の７

｣

に改め, 同表石岡の項中

｢

石岡駅前

交番

石岡市国府一

丁目１番20号

石岡市国府一, 二, 三, 四, 五, 六, 七丁目, 府中一, 二, 三, 四,

五丁目, 若宮一, 二, 三, 四丁目, 総社一, 二丁目, 若松一, 二, 三

丁目, 鹿の子一, 二, 三, 四丁目, 北府中一, 二, 三丁目, 貝地一,

二丁目, 茨城一, 二, 三丁目, 田島一, 二丁目, 南台一, 二, 三, 四

丁目, 大谷津, 谷向町, 柏原町, 正上内, 並木, 村上, 染谷, 石岡,

東石岡一, 二, 三, 四, 五丁目, 東光台一, 二, 三, 四, 五丁目, 旭

台一, 二, 三丁目, 杉並一, 二, 三, 四丁目, 泉町, 杉の井, 東大橋,

小井戸, 荒金, 行里川, 東府中, 八軒台

｣

を

｢

石岡駅前

交番

石岡市国府一

丁目１番20号

石岡市国府一, 二, 三, 四, 五, 六, 七丁目, 府中一, 二, 三, 四,

五丁目, 若宮一, 二, 三, 四丁目, 総社一, 二丁目, 若松一, 二, 三

丁目, 鹿の子一, 二, 三, 四丁目, 北府中一, 二, 三丁目, 貝地一,

二丁目, 茨城一, 二, 三丁目, 田島一, 二丁目, 谷向町, 柏原町, 正

上内, 並木, 村上, 染谷, 石岡, 杉並一, 二, 三, 四丁目, 泉町, 杉

の井, 荒金, 行里川, 東府中, 八軒台

｣

に

改める｡

｢

延方駐在

所

潮来市宮前一

丁目

潮来市延方 (新宮, 東区, 洲崎, 下田, 西区), 前川, 宮前一, 二丁

目

｣

を

｢

延方駐在

所

潮来市宮前一

丁目

潮来市新宮南, 新宮, 延方西, 延方東, 洲崎, 下田, 前川, 宮前一,

二丁目

｣

に



別表第２�中
別表第２�麻生の項中
附 則

この規則は, 公布の日から施行する｡ ただし, 別表第２�水戸の項及び�竜�崎の項の改正規定は, 平成15年４月
１日から施行する｡

(人 事 委 員 会)

職員の給与に関する規則の一部を改正する規則を公布する｡

平成15年３月13日

茨城県人事委員会委員長 江 橋 湖 三 郎

茨城県人事委員会規則第２号

職員の給与に関する規則の一部を改正する規則

職員の給与に関する規則 (昭和36年茨城県人事委員会規則第２号) の一部を次のように改正する｡

別表第34 ４ 警察本部長の項中

茨 城 県 報 第 1448 号 平成15年３月13日 (木曜日) 5

｢

貝原塚駐

在所

竜�崎市藤�
丘一丁目

｣

を

｢

貝原塚駐

在所

竜�崎市中里
二丁目

｣

に改める｡

｢

江戸崎警察署

所在地

江戸崎町戸張, 田宮, 門前 (石橋を除く｡), 新宿, 浜町, 大宿, 荒宿, 天王町, 本

宿, 根宿, 切通, 西町, 高田, 椎塚, 沼田, 駒塚, 桑山

｣

を

｢

江戸崎警察署

所在地

江戸崎町戸張, 田宮, 門前 (石橋を除く｡), 新宿, 浜町, 大宿, 荒宿, 天王町, 本

宿, 根宿, 切通, 西町, 高田, 椎塚, 沼田, 駒塚, 桑山

に
石岡警察署所

在地

石岡市南台一, 二, 三, 四丁目, 大谷津, 東石岡一, 二, 三, 四, 五丁目, 東光台

一, 二, 三, 四, 五丁目, 旭台一, 二, 三丁目, 東大橋, 小井戸

｣
改める｡

｢

潮来地区交番

所在地

潮来市潮来, 大洲, 延方 (曲松, 須賀, 徳島, 福島, 米島, 古高, 小泉, 大山団地),

辻, 日の出一, 二, 三, 四, 五, 六, 七, 八丁目, あやめ一, 二丁目, 大塚野一,

二丁目

｣

を

｢

潮来地区交番

所在地

潮来市潮来, 大洲, 延方, 須賀南, 須賀, 曲松南, 曲松, 小泉南, 小泉, 大山, 古

高, 福島, 徳島, 米島, 川尾, 辻, 日の出一, 二, 三, 四, 五, 六, 七, 八丁目,

あやめ一, 二丁目, 大塚野一, 二丁目

｣

に

改める｡



｢(18) 本部の課の監察官

(18の２) 公安委員会補佐室長, 広報広聴室長, 犯罪被害者対策室長, 留置管理室長, 通訳センター所

長, ストーカー対策室長, 安全・安心まちづくり推進室長, 鉄道警察隊長, 航空隊長及び首席交通聴聞

官 ｣
を

｢(18) 監察官

(18の２) 監察室長

(18の３) 本部の課の公安委員会補佐室長, 広報広聴室長, 犯罪被害者対策室長, 通訳センター所長,

ストーカー対策室長, 安全・安心まちづくり推進室長, 鉄道警察隊長, 航空隊長, 暴走族対策室長及び

首席交通聴聞官 ｣

に,

｢(21) 警視の階級にある笠間, ひたちなか西, 高萩, 麻生, 江戸崎, 下館, 下妻, 水海道, 古河及び境

の警察署の次長

(22) 警視の階級にある本部の課の理事官, 秘書官, 企画調査官, 人事調査官, ハイテク犯罪対策官,

少年事件捜査指導官, 保安調査官, 環境犯罪捜査指導官, 銃器捜査官, 地域指導官, 通信司令官, 刑事

指導官, 刑事調査官, 広域捜査官, 事件指導官, 特殊事件捜査指導官, 特別捜査指導官, 組織窃盗対策

官, 暴力団対策調査官, 暴力団対策官, 国際犯罪対策官, 交通調査官, 交通安全教育企画官, 交通指導

官, 交通管制官, 交通聴聞官, 交通指導官, 警備調査官, 警備対策官, 警衛・警護官及び災害対策官 ｣

を

｢(21) 警視の階級にある笠間, ひたちなか西, 那珂, 高萩, 麻生, 江戸崎, 下館, 下妻, 水海道, 古河

及び境の警察署の次長

(22) 警視の階級にある本部の課の理事官, 管理官及び刑事調査官 ｣ に,

｢(24) 警視の階級にある警察署の地域官, 交通官, 刑事官及び地域交通官 ｣ を

｢(24) 警視の階級にある警察署の地域・警備官, 交通官, 刑事官及び地域・交通官 ｣ に

改める｡

付 則

この規則は, 平成15年３月19日から施行する｡

告 示

茨城県告示第328号

茨城県青少年のための環境整備条例 (昭和37年茨城県条例第60号) 第７条の規定に基づき, 青少年に有益な興行と

して次のものを推奨する｡

平成15年３月13日

茨城県知事 橋 本 昌

茨 城 県 報 第 1448 号 平成15年３月13日 (木曜日)6

１ 推 奨 番 号 ７

２ 種 類 映画

３ 題 名 森の学校

４ 製 作 森の学校製作委員会

５ 配 給 会 社 森の学校上映委員会

６ 推 奨 年 月 日 平成15年３月７日



茨城県告示第329号

茨城県青少年のための環境整備条例 (昭和37年茨城県条例第60号) 第８条第１項の規定に基づき, 青少年に有害な

興行として次のものを指定する｡

平成15年３月13日

茨城県知事 橋 本 昌

茨 城 県 報 第 1448 号 平成15年３月13日 (木曜日) 7

７ 推 奨 理 由 河合雅雄氏原作の ｢少年動物誌｣ をもとにつくられた物語｡ 歯科医の家庭に生まれた六人

兄弟 仁 (ひとし) ・公 (ただし) ・雅雄 (まさお) ・道雄 (みちお) ・隼雄 (はやお) ・

逸雄 (いつお) が山の中を駆け回り, 川やたんぼで泥だらけになりながら, 自然の素晴らし

さや美しさ, 生命の尊さをさまざまな出会いや別れによって心に刻んでいく様子がいきいき

と描かれているほか, 両親の愛情表現は親と子の本当のあり方を考えさせられる内容である｡

家族や地域のつながりの大切さや, 生命の尊さ, 自然のすばらしさなどを描いており, 青

少年の健全育成に有益である｡

指定番号 種類 題 名 配 給 会 社

１９３８ 映画 痴漢電車 快感！桃尻タッチ オーピー映画

１９３９ 映画 エアロビ性感 むっちりなお尻 オーピー映画

１９４０ 映画 人妻淫交 新 東 宝 映 画

１９４１ 映画 小島三奈 声を漏らし感じて オーピー映画

１９４２ 映画 貪る年増たち－サセ頃・シ盛り・ゴザ掻き－ 新 日 本 映 像

１９４３ 映画 新日本映像ニュース〈貪る年増たち－サセ頃・シ盛り・ゴザ掻き－〉 新 日 本 映 像

１９４４ 映画 和服妻凌辱－奥の淫－ 新 日 本 映 像

１９４５ 映画 新日本映像ニュース〈和服妻凌辱－奥の淫－〉 新 日 本 映 像

１９４６ 映画 不倫する人妻 眩暈 新 東 宝 映 画

１９４７ 映画 隣のお姉さん 小股の斬れ味 オーピー映画

１９４８ 映画 中村あみ お願い汚して オーピー映画

１９４９ 映画 アレックス コムストック

１９５０ 映画 巨乳女将の寝乱れ姿 オーピー映画

１９５１ 映画 秘蜜 ギャガ・コミュ
ニケーションズ

１９５２ 映画 痴漢の影 奪われた人妻 新 東 宝 映 画

１９５３ 映画 スワッピング・ナイト 危険な戯れ 新 東 宝 映 画

１９５４ 映画 尼寺の後家 夜這い床枕 新 日 本 映 像

１９５５ 映画 新日本映像ニュース〈尼寺の後家 夜這い床枕〉 新 日 本 映 像

１９５６ 映画 教育実習生 透けたブラウス オーピー映画

１９５７ 映画 韓国美姉妹 不貞の人妻 新 日 本 映 像

１９５８ 映画 新日本映像ニュース〈韓国美姉妹 不貞の人妻〉 新 日 本 映 像

１９５９ 映画 紅姉妹前編 新 東 宝 映 画

１９６０ 映画 紅姉妹後編 新 東 宝 映 画

１９６１ 映画 わいせつ温泉宿 濡れる若女将 新 東 宝 映 画



茨城県告示第330号

地方自治法 (昭和22年法律第67号) 第260条第１項の規定により十王町長から土地改良事業に伴い, 同町内の字の

区域の一部を次のとおり変更する旨の届出があった｡

なお, この届出に係る字の区域の一部の変更の効力は, 土地改良法 (昭和24年法律第195号) 第54条第４項の規定

による換地処分の公告のあった日の翌日から生ずるものである｡

平成15年３月13日

茨城県知事 橋 本 昌

大字山部字芹田に変更する区域

大字山部字下小幡 21の２の一部, 22の一部

同 字駒潜 268の４の一部

同 字道ノ目 295の一部, 296の１の一部, 296の２の一部, 299の一部, 300の一部, 301の１, 301の２

同 字中島 312の一部, 313の一部, 314, 315の一部, 316の一部

及びこれらの区域に隣接介在する道路, 水路である国有地の全部

大字山部字海老内に変更する区域

大字山部字駒潜 268の２, 269, 270の一部

同 字曲松 278から280までの各一部

同 字道ノ目 298の一部, 299の一部

及びこれらの区域に隣接介在する道路, 水路である国有地の全部

大字山部字道ノ目に変更する区域

大字山部字曲松 278から280までの各一部, 281, 282の一部

同 字鴫内 287の１の一部, 287の３の一部, 288の１の一部, 288の２の一部, 289の２, 291, 292の１か

ら292の３まで, 293, 294

同 字芹田 305の１の一部, 306の一部, 307から310まで

同 字深谷 402の一部

同 字東明内 435の一部, 436の一部

及びこれらの区域に隣接介在する道路, 水路である国有地の全部

大字山部字深谷に変更する区域

茨 城 県 報 第 1448 号 平成15年３月13日 (木曜日)8

指定番号 種類 題 名 配 給 会 社

１９６２ 映画 熱い肉体 濡れた一夜 オーピー映画

１９６３ 映画 情熱の処女 スペインの宝石 パ イ オ ニ ア
Ｌ Ｄ Ｃ

１９６４ 映画 人妻とすけべ女医 本性丸出し 新 日 本 映 像

１９６５ 映画 新日本映像ニュース〈人妻とすけべ女医 本性丸出し〉 新 日 本 映 像

１９６６ 映画 三十路家政婦 いかせ上手 新 日 本 映 像

１９６７ 映画 新日本映像ニュース〈三十路家政婦 いかせ上手〉 新 日 本 映 像

１９６８ 映画 変態未亡人 喪服を乱して オーピー映画

１９６９ 映画 狼の獲物たち Ｅ Ｎ Ｋ プ ロ
モ ー シ ョ ン

１９７０ 映画 熟年の性 人妻に戯れて オーピー映画



大字山部字曲松 282の一部

同 字鴫内 283の１, 283の２, 284の１, 284の２, 285, 286, 287の１の一部, 287の２, 287の３の一部,

288の１の一部

同 字東明内 434の一部, 434の１の一部, 435の一部

同 字水無 477の一部, 477の１

及びこれらの区域に隣接介在する道路, 水路である国有地の全部

大字山部字駒潜に変更する区域

大字山部字道ノ目 299の一部

及びこれらの区域に隣接する道路, 水路である国有地の全部

大字山部字下小幡に変更する区域

大字山部字芹田 305の１の一部, 306の一部

同 字中島 312の一部, 313の一部, 315の一部, 316の一部, 317から319まで, 320の２

同 字稲荷前 327の１, 329の１, 330, 331, 331の１

同 字谷ツ田 339から341まで

及びこれらの区域に隣接介在する道路, 水路である国有地の一部

大字山部字水無に変更する区域

大字山部字深谷 412から416までの各一部, 424の一部

大字友部字臼子 3007の一部, 3008の一部

及びこれらの区域に隣接介在する道路, 水路である国有地の全部

大字山部字東明内に変更する区域

大字山部字深谷 428の２の一部

及びこれらの区域に隣接介在する道路である国有地の全部

大字山部字梅木田に変更する区域

大字山部字水無 482の１の一部, 482の２, 486の一部, 487の１の一部, 487の２, 488の１の一部, 488の２

同 字柱口 527の１, 527の２, 528の一部, 529の１, 529の２, 530, 531の１の一部, 532の一部, 533の

一部

大字友部字臼子 3000の一部, 3003の一部, 3004, 3005, 3006の１の一部, 3006の２, 3008の一部

及びこれらの区域に隣接介在する道路, 水路である国有地の全部

大字山部字柱口に変更する区域

大字山部字梅木田 538の１の一部, 540, 541

大字友部字臼子 2993の一部, 2996の一部, 2997の１の一部, 2998の１, 2998の２, 2999の一部, 3000の一部,

3001の１, 3001の３, 3002の一部, 3003の一部

及びこれらの区域に隣接介在する道路, 水路である国有地の全部

大字友部字臼子に変更する区域

大字山部字柱口 536の一部, 537の一部, 537の１の一部, 539の一部

同 字梅木田 538の１の一部

同 字深谷 414の一部, 415の一部, 416の一部

同 字水無 483の一部

大字友部字五反田 2950の１の一部, 2950の２の一部

及びこれらの区域に隣接介在する道路, 水路である国有地の一部

茨 城 県 報 第 1448 号 平成15年３月13日 (木曜日) 9



大字友部字五反田に変更する区域

大字山部字柱口 537の一部, 537の１の一部

大字友部字前臼子 3049の２, 3052の２, 3052の３, 3053

同 字臼子 3045の一部, 3046

及びこれらの区域に隣接介在する道路, 水路である国有地の全部

茨城県告示第331号

地方自治法 (昭和22年法律第67号) 第260条第１項の規定により十王町長から土地区画整理事業に伴い, 同町内の

字の区域の一部を次のとおり変更する旨の届出があった｡

なお, この届出に係る字の区域の一部の変更の効力は, 土地区画整理法 (昭和29年法律第119号) 第103条第４項の

規定による換地処分の公告のあった日の翌日から生ずるものである｡

平成15年３月13日

茨城県知事 橋 本 昌

大字友部字鹿島谷に変更する区域

大字友部字鹿島後 2499から2504まで, 2506から2508まで, 2509の１から2509の３まで, 2510から2524まで, 2525

の２, 2525の５, 2525の６, 2528の２から2528の４まで, 3308の２, 3308の３

同 字亀田 2498の１, 2887の１から2887の３まで, 2888の１, 2889の１, 2889の２, 2890の１から2890の

３まで, 2891から2898まで, 2899の１から2899の３まで, 2900, 2901の１, 2901の２

同 字原ノ坊 2745の19, 2745の24, 2745の25

及びこれらの区域に隣接介在する道路, 水路である国有地の一部｡

茨城県告示第332号

次の病院は, 救急病院等を定める省令 (昭和39年厚生省令第８号) 第１条第１項の救急病院である｡

なお, 当該病院に係る同項の認定が効力を有する期限は, 平成18年３月12日である｡

平成15年３月13日

茨城県知事 橋 本 昌

茨 城 県 報 第 1448 号 平成15年３月13日 (木曜日)10

名 称 所 在 地

小 川 町 国 保 中 央 病 院 東茨城郡小川町大字中延651－２

株式会社 日立製作所 日立総合病院 日立市城南町２－１－１

医療法人社団常仁会 牛久愛和総合病院 牛久市猪子町896番地

医療法人社団輝峰会 東取手病院 取手市井野字前土井246

宗 仁 会 第 一 病 院 北相馬郡藤代町大字岡1467番地

取手北相馬保健医療センター医師会病院 取手市大字野々井1926

西 間 木 病 院 取手市戸頭１－８－21

総 合 病 院 取 手 協 同 病 院 取手市本郷２－１－１

医 療 法 人 社 団 重 陽 会 斎 藤 病 院 石岡市旭台１－１7－26

国 立 霞 � 浦 病 院 土浦市下高津２－７－14

総 合 病 院 土 浦 協 同 病 院 土浦市真鍋新町11－７

医 療 法 人 美 湖 会 美 浦 中 央 病 院 稲敷郡美浦村大字宮地596



茨城県告示第333号

救急病院等を定める省令 (昭和39年厚生省令第８号) 第１条第１項に規定する救急診療所である次の診療所につい

ては, その開設者から同令第２条第２項の規定による申出の撤回があったので, 同項の規定により告示する｡

平成15年３月13日

茨城県知事 橋 本 昌

茨城県告示第334号

次の診療所については, その開設者より茨城県救急医療協力病院及び診療所に関する規則 (昭和52年茨城県規則第

11号) 第２条の規定による申出があったので, 同規則第３条第１項の規定により救急医療協力診療所に指定する｡

平成15年３月13日

茨城県知事 橋 本 昌

茨城県告示第335号

次の救急医療協力医療機関については, その開設者より茨城県救急医療協力病院及び診療所に関する規則 (昭和52

年茨城県規則第11号) 第４条第１項第１号の規定による申出の撤回があったので, 同規則第４条第２項の規定により

告示する｡

平成15年３月13日

茨城県知事 橋 本 昌
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名 称 所 在 地

東 京 医 科 大 学 霞 ケ 浦 病 院 稲敷郡阿見町中央３－20－１

石 岡 市 医 師 会 病 院 石岡市大字石岡10528－25

友 愛 記 念 病 院 猿島郡総和町関戸726

茨 城 西 南 医 療 セ ン タ ー 病 院 猿島郡境町2190

猿 島 赤 十 字 病 院 猿島郡総和町上辺見1300－13

水 海 道 さ く ら 病 院 水海道市森下町4447

医 療 法 人 江 東 会 存 身 堂 病 院 岩井市大字岩井3293

湯 本 病 院 結城郡八千代町栗山238

名 称 所 在 地

菊 山 胃 腸 科 外 科 医 院 下妻市大字下妻丁81－７

名 称 所 在 地

菊 山 胃 腸 科 外 科 医 院 下妻市大字下妻丁81－７

名 称 所 在 地

原 田 医 院 真壁郡明野町村田1608



茨城県告示第336号

介護保険法 (平成９年法律第123号) 第41条第１項の規定に基づき, 次のとおり指定したので, 同法第78条の規定

により告示する｡

平成15年３月13日

茨城県知事 橋 本 昌

茨城県告示第337号

介護保険法 (平成９年法律第123号) 第41条第１項の規定に基づき, 次のとおり指定したので, 同法第78条の規定

により告示する｡

平成15年３月13日

茨城県知事 橋 本 昌

茨城県告示第338号

介護保険法 (平成９年法律第123号) 第41条第１項の規定に基づき, 次のとおり指定したので, 同法第78条の規定

により告示する｡

平成15年３月13日

茨城県知事 橋 本 昌

茨城県告示第339号

介護保険法 (平成９年法律第123号) 第41条第１項の規定に基づき, 次のとおり指定したので, 同法第78条の規定

により告示する｡

平成15年３月13日

茨城県知事 橋 本 昌
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事業者の名称 事業所の名称 事業所の所在地 サービス
の種類等

指 定
年月日

株式会社日成メディ
カル

株式会社日成メディカルつくば支
店福祉課 土浦市卸町２－３－31 福祉用具貸

与
平成15年
３月１日

事業者の名称 事業所の名称 事業所の所在地 サービス
の種類等

指 定
年月日

有限会社 メディカ
ルアシスト グループホームつくし 稲敷郡阿見町曙176番地３

痴呆対応型
共同生活介
護

平成15年
３月３日

事業者の名称 事業所の名称 事業所の所在地 サービス
の種類等

指 定
年月日

株式会社アリア アリア 那珂郡緒川村大字大岩2207番地 通所介護 平成15年
３月４日

事業者の名称 事業所の名称 事業所の所在地 サービス
の種類等

指 定
年月日

株式会社 コン・ビ 株式会社 コン・ビ鹿嶋ふれあい
デイサービスセンター 鹿嶋市宮中2030番地１ 通所介護 平成15年

３月５日



茨城県告示第340号

介護保険法 (平成９年法律第123号) 第75条の規定に基づき, 次のとおり変更の届出があったので, 同法第78条の

規定により告示する｡

平成15年３月13日

茨城県知事 橋 本 昌

茨城県告示第341号

介護保険法 (平成９年法律第123号) 第75条の規定に基づき, 次のとおり廃止の届出を受理したので, 同法第78条

の規定により告示する｡

平成15年３月13日

茨城県知事 橋 本 昌

茨城県告示第342号

介護保険法 (平成９年法律第123号) 第46条第１項の規定に基づき, 次のとおり指定したので, 同法第85条の規定

により告示する｡

平成15年３月13日

茨城県知事 橋 本 昌
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介 護 保 険
事業所番号 事業者の名称 事業所の名称 主たる事業所の

所 在 地
サービス
の 種 類 変更内容 変 更

年月日

0871500112 特定非営利活動法人ウィラブ北茨城
特定非営利活動法
人 ウィラブ北茨
城

北茨城市磯原町上
相田99番地１ 訪問介護

事業所の所
在地 (北茨
城市磯原町
上相田99番
地１)

平成15年
２月３日

0871100046 社会福祉法人 水海道
市社会福祉協議会

水海道市社会福祉
協議会

水海道市天満町
2472番地

訪問介護
訪問入浴介
護

事業所の所
在地 (水海
道市天満町
2472番地)

平成15年
２月18日

法 人 名 事 業 所 名 所 在 地 サービス
の 種 類

廃 止
年月日

日東リース株式会社 日立福祉レンタルサービス 日立市大みか町６－17－25 福祉用具貸
与

平成14年
10月31日

タカラビルメン株式
会社 タカラケアサポート 龍�崎市中根台４－10－１ 訪問介護 平成14年

12月31日

介護ショップエルム 介護ショップエルム 水戸市平須町1933－３ 福祉用具貸
与

平成14年
12月31日

介護ショップエルム 介護ショップエルム 水戸市平須町1933－３ 訪問介護 平成14年
12月31日

株式会社宮内興業 ゆかり訪問介護サービス 鹿島郡波崎町矢田8725－６ 訪問介護 平成15年
１月31日

有限会社あい・らい
ふ 有限会社あい・らいふ 西茨城郡友部町平町1646－75 福祉用具貸

与
平成15年
２月28日

メディカルウェルサ
ービス株式会社 ヘルパーステーションかもめ 水戸市本町３丁目11番３号 訪問介護 平成15年

３月１日



茨城県告示第343号

介護保険法 (平成９年法律第123号) 第82条の規定に基づき, 次のとおり変更の届出があったので, 同法第85条の

規定により告示する｡

平成15年３月13日

茨城県知事 橋 本 昌

茨城県告示第344号

介護保険法 (平成９年法律第123号) 第82条の規定に基づき, 次のとおり廃止の届出を受理したので, 同法第85条

の規定により告示する｡

平成15年３月13日

茨城県知事 橋 本 昌

茨城県告示第345号

介護保険法 (平成９年法律第123号) 第113条の規定に基づき, 次のとおり指定辞退の届出を受理したので, 同法第

115条の規定により告示する｡

平成15年３月13日

茨城県知事 橋 本 昌
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事業者の名称 事業所の名称 事業所の所在地 サービス
の種類等

指 定
年月日

株式会社 コン・ビ 株式会社 コン・ビ鹿嶋ふれあい
ケアプランセンター 鹿嶋市宮中2030番地１ 居宅介護支

援
平成15年
３月５日

介 護 保 険
事業所番号 事業者の名称 事業所の名称 主たる事業所の

所 在 地
サービス
の 種 類 変更内容 変 更

年月日

0871100046 社会福祉法人 水海道
市社会福祉協議会

水海道市社会福祉
協議会

水海道市天満町
2472番地

居宅介護支
援

事業所の所
在地 (水海
道市天満町
2472番地)

平成15年
２月18日

法 人 名 事 業 所 名 所 在 地 サービス
の 種 類

廃 止
年月日

ひたちの開発株式会
社 レッツ文化村 東茨城郡内原町下野311番地の

５
居宅介護支
援

平成14年
11月30日

タカラビルメン株式
会社 タカラケアサポート 龍�崎市中根台４－10－１ 居宅介護支

援
平成14年
12月31日

有限会社介護の窓口 ケアプランひたちなか ひたちなか市中根4822番地１ 居宅介護支
援

平成15年
１月31日

事業者の名称 事業所の名称 指定時の事業所の所在地 サービス
の種類等

辞 退
年月日

明野中央医院 明野中央医院 真壁郡明野町海老�島926 介護療養型
医療施設

平成15年
２月５日



茨城県告示第346号

大規模小売店舗立地法 (平成10年法律第91号) 第６条第１項の規定による大規模小売店舗の変更の届出について,

同条第３項において準用する同法第５条第３項の規定に基づき次のとおり公告する｡

その関係書類は, 本日から４月間茨城県商工労働部商業流通課及び県西地方総合事務所商工労政課において縦覧に

供する｡

なお, この公告に係る大規模小売店舗の周辺の地域の生活環境の保持の見地からの意見を述べようとする者は意見

書を本日から４月以内に茨城県県西地方総合事務所商工労政課に到着するよう提出してください｡

平成15年３月13日

茨城県知事 橋 本 昌

１ 届出者氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名� 名称及び代表者氏名

大豊商事株式会社

代表取締役 三谷 章� 住所

つくば市大字田倉4691番地

２ 届出事項の概要� 大規模小売店舗の名称及び所在地

新下妻ショッピングセンター

下妻市堀籠972－１� 変更した事項

大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

(変更前)

(変更後)

� 変更の年月日

平成15年１月24日� 変更する理由

小売業者の退店・出店による

３ 届出年月日

平成15年２月24日
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氏 名 又 は 名 称 住 所 代表者氏名

株式会社ふじもと 水戸市新原１丁目２番18号 藤 田 佳 宏

小林商事株式会社 千葉県千葉市中央区問屋町14番２号 小 林 孝 一

株式会社ユタカヤ 水海道市宝町2763 石 塚 哲 男

有限会社翁屋 下妻市大字下妻丁123番地 塚 越 栄

氏 名 又 は 名 称 住 所 代表者氏名

あさ川製菓株式会社 水戸市元石川町富士山325－19 桐 村 幸 雄

株式会社フクダ ひたちなか市外野２丁目32番６号 福 田 伸 二

株式会社トム 水海道市天満町4759－７ 石 塚 勝



茨城県告示第347号

大規模小売店舗立地法 (平成10年法律第91号) 第６条第２項の規定による大規模小売店舗の変更の届出について,

同条第３項において準用する同法第５条第３項の規定に基づき次のとおり公告する｡

その関係書類は, 本日から４月間茨城県商工労働部商業流通課及び県西地方総合事務所商工労政課において縦覧に

供する｡

なお, この公告に係る大規模小売店舗の周辺の地域の生活環境の保持の見地からの意見を述べようとする者は意見

書を本日から４月以内に茨城県県西地方総合事務所商工労政課に到着するよう提出してください｡

平成15年３月13日

茨城県知事 橋 本 昌

１ 届出者氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名� 届出者及び代表者の氏名

大豊商事株式会社

代表取締役 三谷 章� 住所

つくば市大字田倉4691番地

２ 届出事項の概要� 大規模小売店舗の名称及び所在地

新下妻ショッピングセンター

下妻市堀籠972－１� 変更しようとする事項

ア 大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻及び閉店時刻

(変更前) 開店時刻 午前９時

閉店時刻 午後11時

(変更後) 開店時刻 午前０時, 午前９時 (年間60日は午前８時)

閉店時刻 午後12時 (一部午後11時)

イ 来客が駐車場を利用することができる時間帯

(変更前) 午前８時45分～午後11時15分

(変更後) 24時間 (一部午前８時45分～午後11時15分)� 変更する年月日

平成15年３月７日� 変更する理由

来客の買い物の利便性をより向上し, 地域の生活に貢献するため｡

３ 届出年月日

平成15年２月24日

茨城県告示第348号

大規模小売店舗立地法 (平成10年法律第91号) 第８条第１項の規定に基づく市町村の意見の概要について, 同条第

３項の規定に基づき次のとおり公告する｡

なお, 意見書は, 本日から１月間茨城県商工労働部商業流通課及び鹿行地方総合事務所商工労政課において縦覧に

供する｡
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平成15年３月13日

茨城県知事 橋 本 昌

１ 大規模小売店舗の概要� 大規模小売店舗の名称及び所在地

ニュー鹿島ショッピングタウン

鹿嶋市宮中290－１ 外� 届出の概要

ア 届出の種類及び届出の公告日

変更の届出 (附則第５条第１項)

平成14年12月16日

イ 変更しようとする事項� 大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻及び閉店時刻

(変更前) 開店時刻 午前10時 (一部, 年間80日は午前９時)

閉店時刻 午後９時 (一部午後８時)

(変更後) 開店時刻 午前９時 (年間60日は午前８時), 午前10時

閉店時刻 午後11時 (一部午後８時, 午後９時)� 来客が駐車場を利用することができる時間帯

(変更前) 午前９時30分 (一部, 年間80日は午前８時30分) ～午後９時30分 (一部午後８時30分)

(変更後) 午前８時30分 (年間60日は午前７時30分, 一部午前９時30分) ～午後11時30分 (一部午後８

時30分, 午後９時30分)

ウ 届出年月日

平成14年11月28日

２ 市町村の意見

茨城県告示第349号

大規模小売店舗立地法 (平成10年法律第91号) 第８条第１項の規定に基づく市町村の意見の概要について, 同条第

３項の規定に基づき次のとおり公告する｡

なお, 意見書は, 本日から１月間茨城県商工労働部商業流通課及び県西地方総合事務所商工労政課において縦覧に

供する｡

平成15年３月13日

茨城県知事 橋 本 昌

１ 大規模小売店舗の概要� 大規模小売店舗の名称及び所在地

(仮称) カスミ新下館店

下館市大字二木成字西の内1276番地 外� 届出の概要

茨 城 県 報 第 1448 号 平成15年３月13日 (木曜日) 17

市 町 村 名 意 見 の 概 要 理 由

鹿嶋市 常用発電機からの騒音に対する緩和のため

の適切な対応

聞こえない音 ｢低周波音｣ が問題化してい

るため



ア 届出の種類及び届出の公告日

新設の届出 (第５条第１項)

平成14年12月５日

イ 大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

ウ 大規模小売店舗の新設をする日

平成15年７月17日

エ 大規模小売店舗内の店舗面積の合計

2,483㎡

オ 大規模小売店舗の施設の配置に関する事項� 駐車場の収容台数 213台� 駐輪場の収容台数 90台� 荷さばき施設の面積 50㎡� 廃棄物等の保管施設の容量 18�
カ 大規模小売店舗の施設の運営に関する事項� 大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻及び閉店時刻

(開店時刻) 午前９時

(閉店時刻) 午前０時� 来客が駐車場を利用することができる時間帯

午前８時45分～午前０時15分� 駐車場の自動車の出入口の数

８箇所� 荷さばき施設において荷さばきを行うことができる時間帯

午前３時～午前０時

キ 届出年月日

平成14年11月15日

２ 市町村の意見
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氏 名 又 は 名 称 住 所 代表者氏名

株式会社カスミ つくば市西大橋599番地１ 小 � 裕 正

市 町 村 名 意 見 の 概 要

下館市 道路工事施工承認 (24条) 申請をお願いしたい｡

歩道について, 重車両の横断に耐えられる路盤構成にしていただきたい｡

側溝について, 重車両の横断に耐えられる製品の使用をお願いしたい｡

街路樹がかかる場合は植栽の移植をお願いしたい｡

特定建設作業を伴う建設工事を施工しようとする者は, 当該特定建設作業の開始７日前ま

でに, 市長に届出を提出すること｡

騒音・振動規制法に該当する施設を設置しようとする者は, 工事開始30日前までに, 市長

に届出を提出すること｡

高さが９�を超え, かつ, 延床面積が2,000㎡を超える場合, 茨城県景観形成条例に基づ



茨城県告示第350号

大規模小売店舗立地法 (平成10年法律第91号) 第８条第１項の規定に基づく市町村の意見の概要について, 同条第

３項の規定に基づき次のとおり公告する｡

なお, 意見書は, 本日から１月間茨城県商工労働部商業流通課及び県西地方総合事務所商工労政課において縦覧に

供する｡

平成15年３月13日

茨城県知事 橋 本 昌

１ 大規模小売店舗の概要� 大規模小売店舗の名称及び所在地

(仮称) コジマNEW下館店

下館市西谷貝沼堀813 外� 届出の概要

ア 届出の種類及び届出の公告日

新設の届出 (第５条第１項)

平成15年１月16日

イ 大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

ウ 大規模小売店舗の新設をする日

平成15年10月１日

エ 大規模小売店舗内の店舗面積の合計

2,124㎡

オ 大規模小売店舗の施設の配置に関する事項� 駐車場の収容台数 90台� 駐輪場の収容台数 44台� 荷さばき施設の面積 99㎡� 廃棄物等の保管施設の容量 22�
カ 大規模小売店舗の施設の運営に関する事項� 大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻及び閉店時刻

(開店時刻) 午前10時

(閉店時刻) 午後９時� 来客が駐車場を利用することができる時間帯

午前９時30分～午後９時� 駐車場の自動車の出入口の数
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く大規模行為の届出が必要となる｡

市街地の環境・景観等を配慮した建物の外観としていただきたい｡

敷地周辺の囲いについては, ある程度のグレードの高いもので計画していただきたい｡

氏 名 又 は 名 称 住 所 代表者氏名

株式会社コジマ 栃木県宇都宮市星が丘二丁目１番８号 小 島 章 利



３箇所� 荷さばき施設において荷さばきを行うことができる時間帯

午前９時～午後７時

キ 届出年月日

平成14年12月26日

２ 市町村の意見

茨城県告示第351号

茨城県訓練手当支給要項 (昭和50年茨城県告示第1255号) の一部を次のように改正する｡

平成15年３月13日

茨城県知事 橋 本 昌

第２条第１項第６号中 ｢第１条第１項第８号｣ を ｢第１条第１項第７号｣ に改め, 同項第７号中 ｢知的障害者更正

相談所, 精神保健福祉センター｣ を ｢知的障害者福祉法 (昭和35年法律第37号) 第12条第１項に規定する知的障害者

更生相談所, 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 (昭和25年法律第123号) 第６条第１項に規定する精神保健

福祉センター｣ に改め, 同項第８号を次のように改める｡� 障害者の雇用の促進等に関する法律 (昭和35年法律第123号) 第２条第６号に規定する精神障害者のうち, 公

共職業安定所による職業のあつせんを受けることが適当であると公共職業安定所長により認定されたもの

第２条第１項中第15号を第16号とし, 第11号から第14号までを１号ずつ繰り下げ, 第10号の次に次の１号を加える｡� 北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律 (平成14年法律第143号) 第３条第２項に規定す

る帰国被害者等であつて本邦に永住する意思を決定したと認められる日から起算して５年を経過していないもの

及び同項に規定する帰国した被害者であつてその配偶者 (婚姻の届出をしていないが, 事実上婚姻関係と同様の

事情にある者を含む｡), 子及び孫が北朝鮮内にとどまつていること等永住の意思を決定することにつき困難な事

情があると認められるもの

様式第１号 (その１) 中 ｢雇用促進事業団｣ を ｢雇用・能力開発機構｣ に改める｡

付 則

この告示は, 公布の日から施行する｡
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市 町 村 名 意 見 の 概 要

下館市 道路工事施工承認 (24条) 申請をお願いしたい｡

歩道について, 重車両の横断に耐えられる路盤構成にしていただきたい｡

側溝について, 重車両の横断に耐えられる製品の使用をお願いしたい｡

特定建設作業を伴う建設工事を施工しようとする者は, 当該特定建設作業の開始７日前ま

でに, 市長に届出を提出すること｡

騒音・振動規制法に該当する施設を設置しようとする者は, 工事開始30日前までに, 市長

に届出を提出すること｡

高さが９�を超え, かつ, 延床面積が2,000㎡を超える場合, 茨城県景観形成条例に基づ
く大規模行為の届出が必要となる｡

市街地の環境・景観等を配慮した建物の外観としていただきたい｡

敷地周辺の囲いについては, ある程度のグレードの高いもので計画していただきたい｡



茨城県告示第352号

つくば市筑波農業協同組合の農地保有合理化事業規程の廃止については, 農業経営基盤強化促進法 (昭和55年法律

第65号) 第８条第１項の規定に基づき, 平成15年２月３日に承認したので公告する｡

平成15年３月13日

茨城県知事 橋 本 昌

１ 農地保有合理化事業の実施地域

つくば市 (旧筑波町の区域に限る) における農業振興地域 (農業振興地域の整備に関する法律 (昭和44年法律第

58号) 第６条第１項の規定により指定された地域) の区域

２ 農地保有合理化事業の種類� 農地売買等事業 (貸借事業に限る｡)� 農地信託等事業

茨城県告示第353号

つくば市豊里農業協同組合の農地保有合理化事業規程の廃止については, 農業経営基盤強化促進法 (昭和55年法律

第65号) 第８条第１項の規定に基づき, 平成15年２月３日に承認したので公告する｡

平成15年３月13日

茨城県知事 橋 本 昌

１ 農地保有合理化事業の実施地域

つくば市 (旧豊里町地区及びつくば市大字要・長高野地区に限る) における農業振興地域 (農業振興地域の整備

に関する法律 (昭和44年法律第58号) 第６条第１項の規定により指定された地域) の区域

２ 農地保有合理化事業の種類� 農地売買等事業 (貸借事業に限る｡)� 農地信託等事業

茨城県告示第354号

つくば市農業協同組合の農地保有合理化事業規程については, 農業経営基盤強化促進法 (昭和55年法律第65号) 第

７条第１項の規定に基づき, 平成15年２月３日に承認をしたので公告する｡

平成15年３月13日

茨城県知事 橋 本 昌

１ 農地保有合理化事業の実施区域

つくば市 (旧筑波町地区, 旧豊里町地区及びつくば市要, 長高野地区に限る｡) における農業振興地域 (農業振

興地域の整備に関する法律 (昭和44年法律第58号) 第６条第１項の規定により指定された地域) の区域とする｡

２ 農地保有合理化事業の種類� 農地売買等事業 (貸借事業に限る｡)� 農地信託等事業

茨城県告示第355号

土地収用法 (昭和26年法律第219号) 第20条の規定に基づき事業の認定をしたので, 同法第26条第１項の規定によ

り, 次のとおり告示する｡

平成15年３月13日
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茨城県知事 橋 本 昌

１ 起業者の名称 茨城町

２ 事業の種類 茨城町多目的運動広場整備事業

３ 起 業 地� 収用の部分

茨城県東茨城郡茨城町大字長岡字美島地内� 使用の部分

なし

４ 事業の認定をした理由� 土地収用法第20条第１号の要件への適合性について

本件事業は, 住民がスポーツやレクリエーション活動を行うために必要な多目的運動広場であり, 土地収用法

第３条第32号に掲げる ｢地方公共団体が設置する運動場, 広場｣ に該当するため, 土地収用法第20条第１号の要

件を充足するものと判断される｡� 土地収用法第20条第２号の要件への適合性について

本件事業の起業者である茨城町は, ｢茨城町第３次総合計画基本構想｣, ｢茨城町都市計画マスタープラン｣ に

基づき本件事業を計画し, また, 一般会計により, すでに財源措置を講じており, 本件事業を遂行する意思と能

力を有していることから, 土地収用法第20条第２号の要件を充足するものと判断される｡� 土地収用法第20条第３号の要件への適合性について

① 町内外の誰もが利用可能な ｢茨城町総合運動公園｣ の利用者数が年々増加傾向にあり, 特に, 春から秋にか

けての休日及び夜間は, 町民が希望する日時に当該施設の利用予約がとりにくい状況にあることから, 当該施

設を補完するものとして本件施設が整備されれば, 町民のゆとりあるスポーツとレクリエーションの振興が図

られるものと判断される｡ また, 起業地の存する長岡地区においては, 地区住民がソフトボール等を行えるだ

けの十分な面積を有した施設がないことから, 本件施設が整備されれば, 地区住民が身近にスポーツやレクリ

エーション活動をとおした健康増進, 余暇活動の充実が図れるものと判断される｡ さらに, 地区住民間のコミュ

ニティ育成にも寄与するものと判断されることから, 本件事業を施行することにより, 得られる公共の利益は

大きいと考えられる｡

② 一方, 本件施設から排出される雨水等の排水は, 起業地に隣接する町道1430号線の排水施設を利用できるこ

とから, これによる起業地周辺の水田への水質面での影響はなく, 起業地が民家から離れた位置にあることか

ら, 本件施設を利用する者の応援等による周辺民家への騒音面での影響も少ない｡ また, 起業地内の隣接地周

辺に植裁を施し, 起業地内外の景観に配慮されていることから, 本件施設の景観による影響も少ない｡ さらに,

事業計画や環境問題などに対する反対もないことから, 失われる公共の利益は小さいと考えられる｡

③ なお, 本件事業の起業地の選定に当たっては, 自然的条件, 社会的条件, 経済的条件をもとに, ３つの案に

ついて総合的に比較検討がなされており, 起業地を本件事業に用いることが相当であると判断される｡

④ また, 本件事業に係る起業地の範囲は, ソフトボール場, サッカー場, フットサル場, ゲートボール場, 祭

り等として併用可能な施設規模としており, 最も規模の大きなソフトボール場は, ソフトボール３号使用によ

る試合, 練習に必要なグランドを立地条件及び利用者の技量を考慮したソフトボール施設設置基準に基づき算

定している｡ また, サッカー場は, 練習に必要なグランドをサッカー場施設設置基準を満たす最小の規模を算

定し, フットサル場は, サロンフットボール施設設置基準を満たす規模を算定している｡ さらに, ゲートボー

ル場は, ゲートボール施設設置基準を満たす規模を算定していることなどから, 必要最小限の範囲を起業地と

している｡
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⑤ ①から④で述べたようなことから, 本件事業は, 土地の適正かつ合理的な利用に寄与するものと認められる

ため, 土地収用法第20条第３号の要件を充足するものと判断される｡� 土地収用法第20条第４号の要件への適合性について

本件事業は, 町内外の誰もが利用可能な ｢茨城町総合運動公園｣ の利用予約がとりにくい状況にあること, 起

業地の存する長岡地区に地区住民が身近にソフトボール等のスポーツを行える施設がないこと, 町民からも運動

施設不足の声があることから, 茨城町が早急に施行されるべき事業として土地を収用する公益上の必要があると

認められるため, 土地収用法第20条第４号の要件を充足するものと判断される｡� 結論�から�で述べたように, 本件事業は, 土地収用法第20条に掲げる各要件を全て充足するものと認められる｡
以上により, 茨城町より申請のあった茨城町多目的運動広場整備事業について, 土地収用法第20条の規定に基

づき, 事業認定をするものである｡

５ 土地収用法第26条の２第２項の規定による図面の縦覧場所

茨城町役場

茨城県告示第356号

道路法 (昭和27年法律第180号) 第18条第１項の規定に基づき, 道路の区域を次のように決定する｡

その関係図面は, 平成15年３月13日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する｡

平成15年３月13日

茨城県知事 橋 本 昌

茨城県告示第357号

道路法 (昭和27年法律第180号) 第18条第１項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する｡

その関係図面は, 平成15年３月13日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する｡

平成15年３月13日

茨城県知事 橋 本 昌

１ 道路の種類 県道

２ 路 線 名 上吉影岩間線

３ 道路の区域
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整 理
番 号 道路の種類 路 線 名 区 間 敷地の幅員 延 長

メートル メートル

358 県 道 日立東海線 日立市留町字表1150番１から 最大 44.5 631

日立市留町字東田向653番１地先まで 最小 18.0

区 間 旧新の別 敷地の幅員 延 長 摘 要

メートル メートル

東茨城郡小川町大字上吉影字羽抜沢
147番６から 旧

最大 6.5
500

東茨城郡小川町大字上吉影字石河原
711番２まで

最小 6.0

新
最大 25.0

500 現道拡幅
最小 6.0



茨城県告示第358号

道路法 (昭和27年法律第180号) 第18条第２項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する｡

その関係図面は, 平成15年３月13日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する｡

平成15年３月13日

茨城県知事 橋 本 昌

１ 路 線 名 県道 明野間々田線

２ 供用開始の区間 真壁郡関城町大字上野字五郎助1017番５地先から

真壁郡関城町大字関本下字葭�堤2939番１地先まで
３ 供用開始の期日 平成15年３月13日

茨城県告示第359号

道路法 (昭和27年法律第180号) 第18条第２項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する｡

その関係図面は, 平成15年３月13日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する｡

平成15年３月13日

茨城県知事 橋 本 昌

１ 路 線 名 県道 小田野口中ノ坪線

２ 供用開始の区間 那珂郡美和村大字小田野字栃本2322番１地先から

那珂郡美和村大字小田野字岩下1841番２地先まで

３ 供用開始の期日 平成15年３月13日

茨城県告示第360号

道路法 (昭和27年法律第180号) 第18条第２項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する｡

その関係図面は, 平成15年３月13日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する｡

平成15年３月13日

茨城県知事 橋 本 昌

１ 路 線 名 県道 日立東海線

２ 供用開始の区間 日立市留町字表1150番１から

日立市留町字東田向653番１地先まで

３ 供用開始の期日 平成15年３月19日

茨城県告示第361号

計量法 (平成４年法律第51号) 第21条第２項の規定により, 特定計量器定期検査を行う区域, 期日及び場所を次の

ように定めたので告示する｡

平成15年３月13日

茨城県計量検定所長 谷 田 部 努
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岩 瀬 町 平成15年４月16日から�10時30分から�
平成15年４月18日まで�15時00分まで� 岩 瀬 町 臨 時 計 量 検 査 所

七 会 村 平成15年４月21日 �10時30分から��15時00分まで� 七 会 村 臨 時 計 量 検 査 所

執 行 区 域 器 物 提 出 の 日 時 器 物 提 出 の 場 所
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友 部 町 平成15年４月22日から�10時30分から�
平成15年４月23日まで�15時00分まで� 友 部 町 臨 時 計 量 検 査 所

岩 間 町 平成15年４月24日 �10時30分から��15時00分まで� 岩 間 町 臨 時 計 量 検 査 所

笠 間 市 平成15年５月13日から�10時30分から�
平成15年５月16日まで�15時00分まで� 笠 間 市 臨 時 計 量 検 査 所

平成15年５月20日から�10時30分から�
ひたちなか市

平成15年５月23日まで�15時00分まで�
ひたちなか市臨時計量検査所

平成15年５月26日から�10時30分から�
平成15年５月29日まで�15時00分まで�

東 海 村 平成15年６月９日から�10時30分から�
平成15年６月10日まで�15時00分まで� 東 海 村 臨 時 計 量 検 査 所

那 珂 町 平成15年６月11日から�10時30分から�
平成15年６月13日まで�15時00分まで� 那 珂 町 臨 時 計 量 検 査 所

瓜 連 町 平成15年６月16日 �10時30分から��15時00分まで� 瓜 連 町 臨 時 計 量 検 査 所

大 宮 町 平成15年６月17日から�10時30分から�
平成15年６月19日まで�15時00分まで� 大 宮 町 臨 時 計 量 検 査 所

山 方 町 平成15年６月20日 �10時30分から��15時00分まで� 山 方 町 臨 時 計 量 検 査 所

緒 川 村 平成15年６月23日 �10時30分から��15時00分まで� 緒 川 村 臨 時 計 量 検 査 所

美 和 村 平成15年６月24日 �10時30分から��15時00分まで� 美 和 村 臨 時 計 量 検 査 所

関 城 町 平成15年７月３日から�10時30分から�
平成15年７月４日まで�15時00分まで� 関 城 町 臨 時 計 量 検 査 所

明 野 町 平成15年７月７日から�10時30分から�
平成15年７月８日まで�15時00分まで� 明 野 町 臨 時 計 量 検 査 所

真 壁 町 平成15年７月９日から�10時30分から�
平成15年７月10日まで�15時00分まで� 真 壁 町 臨 時 計 量 検 査 所

大 和 村 平成15年７月11日 �10時30分から��15時00分まで� 大 和 村 臨 時 計 量 検 査 所

協 和 町 平成15年７月14日 �10時30分から��15時00分まで� 協 和 町 臨 時 計 量 検 査 所

平成15年９月３日から�10時30分から�
結 城 市

平成15年９月５日まで�15時00分まで�
結 城 市 臨 時 計 量 検 査 所

平成15年９月８日から�10時30分から�
平成15年９月９日まで�15時00分まで�
平成15年９月10日から�10時30分から�

下 妻 市
平成15年９月12日まで�15時00分まで�

下 妻 市 臨 時 計 量 検 査 所
平成15年９月16日から�10時30分から�
平成15年９月17日まで�15時00分まで�
平成15年９月18日から�10時30分から�

古 河 市
平成15年９月19日まで�15時00分まで�

古 河 市 臨 時 計 量 検 査 所
平成15年９月24日から�10時30分から�
平成15年９月25日まで�15時00分まで�
平成15年10月２日から�10時30分から�

取 手 市
平成15年10月３日まで�15時00分まで�

取 手 市 臨 時 計 量 検 査 所
平成15年10月６日から�10時30分から�
平成15年10月８日まで�15時00分まで�

執 行 区 域 器 物 提 出 の 日 時 器 物 提 出 の 場 所



(選挙管理委員会)

茨城県選挙管理委員会告示第23号

地方自治法 (昭和22年法律第67号) 及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律 (昭和31年法律第162号) の規

定に基づく直接請求の場合における連署を要すべき県議会議員及び知事の選挙権を有する者の法定数は, 次のとおり

である｡

平成15年３月13日

茨城県選挙管理委員会委員長 足 立 裕

１ 地方自治法第74条第１項の規定による県条例の制定又は改廃の請求に連署を要する選挙権を有する者の総数の50
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伊 奈 町 平成15年10月９日から�10時30分から�
平成15年10月10日まで�15時00分まで� 伊 奈 町 臨 時 計 量 検 査 所

谷 和 原 村 平成15年10月14日から�10時30分から�
平成15年10月15日まで�15時00分まで� 谷和原村臨時計量検査所

玉 里 村 平成15年10月20日 �10時30分から��15時00分まで� 玉 里 村 臨 時 計 量 検 査 所

霞 � 浦 町 平成15年10月21日から�10時30分から�
平成15年10月22日まで�15時00分まで� 霞�浦町臨時計量検査所

千 代 田 町 平成15年10月23日から�10時30分から�
平成15年10月24日まで�15時00分まで� 千代田町臨時計量検査所

八 郷 町 平成15年10月27日から�10時30分から�
平成15年10月29日まで�15時00分まで� 八 郷 町 臨 時 計 量 検 査 所

新 治 村 平成15年10月30日から�10時30分から�
平成15年10月31日まで�15時00分まで� 新 治 村 臨 時 計 量 検 査 所

平成15年11月４日から�10時30分から�
つ く ば 市

平成15年11月７日まで�15時00分まで�
つくば市臨時計量検査所

平成15年11月10日から�10時30分から�
平成15年11月14日まで�15時00分まで�

牛 久 市 平成15年11月17日から�10時30分から�
平成15年11月19日まで�15時00分まで� 牛 久 市 臨 時 計 量 検 査 所

利 根 町 平成15年11月20日から�10時30分から�
平成15年11月21日まで�15時00分まで� 利 根 町 臨 時 計 量 検 査 所

藤 代 町 平成15年11月25日から�10時30分から�
平成15年11月26日まで�15時00分まで� 藤 代 町 臨 時 計 量 検 査 所

守 谷 市 平成15年11月27日から�10時30分から�
平成15年11月28日まで�15時00分まで� 守 谷 市 臨 時 計 量 検 査 所

玉 造 町 平成15年12月３日から�10時30分から�
平成15年12月４日まで�15時00分まで� 玉 造 町 臨 時 計 量 検 査 所

北 浦 町 平成15年12月５日 �10時30分から��15時00分まで� 北 浦 町 臨 時 計 量 検 査 所

麻 生 町 平成15年12月８日から�10時30分から�
平成15年12月９日まで�15時00分まで� 麻 生 町 臨 時 計 量 検 査 所

平成15年12月10日から�10時30分から�
潮 来 市

平成15年12月12日まで�15時00分まで�
潮 来 市 臨 時 計 量 検 査 所

平成15年12月15日 �10時30分から��15時00分まで�
平成15年４月15日から�10時30分から�

上記市町村 平成15年12月26日まで�15時00分まで� 茨 城 県 計 量 検 定 所
(ただし, 土, 日, 祝日を除く)

執 行 区 域 器 物 提 出 の 日 時 器 物 提 出 の 場 所



分の１の数 ������人
２ 地方自治法第75条第１項の規定による県事務等の監査の請求に連署を要する選挙権を有する者の総数の50分の１

の数 ������人
３ 地方自治法第76条第１項の規定による県議会の解散の請求に連署を要する選挙権を有する者の総数の３分の１の

数 (その総数が40万を超える場合にあっては, その超える数に６分の１を乗じて得た数と40万に３分の１を乗じて

得た数とを合算して得た数) �������人
４ 地方自治法第80条第１項の規定による県議会議員の解散の請求に連署を要する選挙権を有する者の総数の３分の

１の数 (その総数が40万を超える場合にあっては, その超える数に６分の１を乗じて得た数と40万に３分の１を乗

じて得た数とを合算して得た数)

水 戸 市 選挙区 ������人
日 立 市 選挙区 ������人
土 浦 市 選挙区 ������人
古 河 市 選挙区 ������人
石 岡 市 選挙区 ������人
下 館 市 選挙区 ������人
結 城 市 選挙区 ������人
竜 � 崎 市 選挙区 ������人
下 妻 市 選挙区 �����人
水 海 道 市 選挙区 ������人
常 陸 太 田 市 選挙区 ������人
高 萩 市 選挙区 �����人
北 茨 城 市 選挙区 ������人
笠 間 市 選挙区 �����人
取 手 市 選挙区 ������人
岩 井 市 選挙区 ������人
牛 久 市 選挙区 ������人
つ く ば 市 選挙区 ������人
ひたちなか市 選挙区 ������人
鹿 嶋 市 選挙区 ������人
守 谷 市 選挙区 ������人
東茨城郡南部 選挙区 ������人
東茨城郡北部 選挙区 �����人
西 茨 城 郡 選挙区 ������人
那 珂 郡 選挙区 ������人
久 慈 郡 選挙区 ������人
鹿 島 郡 選挙区 ������人
行 方 郡 選挙区 ������人
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稲 敷 郡 選挙区 ������人
新 治 郡 選挙区 ������人
筑 波 郡 選挙区 ������人
真 壁 郡 選挙区 ������人
結 城 郡 選挙区 ������人
猿 島 郡 選挙区 ������人
北 相 馬 郡 選挙区 ������人

５ 地方自治法第81条第１項の規定による知事の解職の請求に連署を要する選挙権を有する者の総数の３分の１の数

(その総数が40万を超える場合にあっては, その超える数に６分の１を乗じて得た数と40万に３分の１を乗じて得

た数とを合算して得た数) �������人
６ 地方自治法第86条第１項の規定による副知事, 出納長, 県選挙管理委員, 県監査委員及び県公安委員会の委員の

解職の請求に連署を要する選挙権を有する者の総数の３分の１の数 (その総数が40万を超える場合にあっては, そ

の超える数に６分の１を乗じて得た数と40万に３分の１を乗じて得た数とを合算して得た数)�������人
７ 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第８条第１項の規定による県教育委員会の委員の解職の請求に連署を

要する選挙権を有する者の総数の３分の１の数 (その総数が40万を超える場合にあっては, その超える数に６分の

１を乗じて得た数と40万に３分の１を乗じて得た数とを合算して得た数) �������人
公 告

●�特定非営利活動法人の設立の認証申請に関する公告
特定非営利活動促進法 (平成10年法律第７号) 第10条第１項の規定に基づき, 特定非営利活動法人の設立の認証申

請について, 次のとおり申請があったので, 同条第２項の規定により公告する｡

なお, 当該申請に係る同条第１項第１号, 第２号イ, 第５号, 第10号及び第11号に掲げる書類は, 平成15年４月28

日まで, 茨城県生活環境部生活文化課県民運動推進室 (水戸市三の丸１丁目５番38号 茨城県三の丸庁舎) において

公衆の縦覧に供する｡

平成15年３月13日

茨城県知事 橋 本 昌

１ 申請のあった年月日

平成15年２月27日

２ 申請に係る特定非営利活動法人の名称

特定非営利活動法人 茨城福祉会

３ 代表者の氏名

山 崎 三枝子

４ 主たる事務所の所在地

茨城県水戸市元吉田町1041番地２号

５ 定款に記載された目的
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この法人は, 保健, 医療, 福祉の連携を推進し, 茨城県在住の要介護高齢者やその家族に対し, 保健, 医療, 福

祉全般に関する総合相談窓口として, 情報提供や助言, 各種の福祉サービスのマネイジメントと地域に根ざした介

護サービスの提供に関する事業を行い, もって社会全体の利益の増進に寄与することを目的とする｡

●�特定非営利活動法人の設立の認証申請に関する公告
特定非営利活動促進法 (平成10年法律第７号) 第10条第１項の規定に基づき, 特定非営利活動法人の設立の認証申

請について, 次のとおり申請があったので, 同条第２項の規定により公告する｡

なお, 当該申請に係る同条第１項第１号, 第２号イ, 第５号, 第10号及び第11号に掲げる書類は, 平成15年５月３

日まで, 茨城県生活環境部生活文化課県民運動推進室 (水戸市三の丸１丁目５番38号 茨城県三の丸庁舎) において

公衆の縦覧に供する｡

平成15年３月13日

茨城県知事 橋 本 昌

１ 申請のあった年月日

平成15年３月３日

２ 申請に係る特定非営利活動法人の名称

特定非営利活動法人 ミラクルスポーツ・キングダム

３ 代表者の氏名

市 川 慈 寛

４ 主たる事務所の所在地

茨城県牛久市田宮町248番地

５ 従たる事務所の所在地

茨城県つくば市栄586番地

６ 定款に記載された目的

この法人は, 幼児から青少年・老人に至るすべての方々に対して, ｢コーディネーション・プログラム｣ と呼ば

れるスポーツトレーニングプログラムを取り入れたスポーツレッスンや手軽に取り組めるニュースポーツなど, 地

域密着型の生涯スポーツを前提にしたスポーツの普及と進行を図り, 人々の健康増進や心身ともに健康に過ごせる

地域づくりを目指します｡ 更には, 世界に通ずる輝かしいスポーツ選手の育成により, わが国の生涯スポーツ振興

とスポーツの活性化に寄与することを目的とする｡

●�茨城県郷土工芸品指定事項の変更
茨城県郷土工芸品指定要領に基づき, 茨城県郷土工芸品の指定事項を平成15年３月13日に次のとおり変更したので

公表する｡

平成15年３月13日

茨城県知事 橋 本 昌

●�茨城県郷土工芸品指定の解除
茨城県郷土工芸品指定要領に基づき, 茨城県郷土工芸品の指定を平成15年３月13日に次のとおり解除したので公表

する｡
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(工芸品の名称) (製造市町村名の変更)

米粒人形 水戸市



平成15年３月13日

茨城県知事 橋 本 昌

●�平成15年度茨城県県立職業能力開発校訓練生の入学選考
茨城県県立職業能力開発校訓練生 (短期課程一般コース) の入学選考 (第２次募集) について, 次のとおり実施す

る｡

平成15年３月13日

茨城県知事 橋 本 昌

１ 訓練科, 募集定員及び訓練期間

２ 受付及び選考の場所

入学を希望する各産業技術専門学院

３ 選考の方法

一般入学者選考試験

●�都市公園の区域の変更
次のように都市公園の区域を変更するので, 茨城県都市公園条例 (昭和32年茨城県条例第26号) 第14条の２の規定

に基づき, 次のとおり公告する｡

平成15年３月13日

茨城県知事 橋 本 昌

１ 名 称 大子広域公園
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(工芸品の名称) (製造市町村名)

河合ほうき 常陸太田市

コ ー ス 一 般 コ ー ス

校 名 区 分 訓 練 科 名 募集定員 訓 練 期 間 訓練開始月

茨 城 県 立 鹿 島 産 業
金 属 加 工 科 若干名 １ 年 ４ 月

技 術 専 門 学 院

茨 城 県 立 下 館 産 業
溶 接 科 若干名 １ 年 ４ 月

技 術 専 門 学 院

茨 城 県 立 三 和 産 業
板 金 科 若干名 １ 年 ４ 月

技 術 専 門 学 院

項 目 内 容

応 募 資 格
学校教育法による中学校を卒業した者 (平成15年３月卒業見込みの者を含む｡) 又はこれ

と同等以上の学力を有すると認められる者

受 付 期 間 平成15年３月13日 (木) ～平成15年３月18日 (火)

選 考 日 平成15年３月20日 (木)

合格発表日 平成15年３月20日 (木)

選 考 内 容
１ 筆記試験 (国語, 数学)
２ 面接

備 考 この選考において定員に満たない訓練科については, 必要に応じ追加選考を行う｡



２ 位 置 久慈郡大子町大字浅川及び大字矢田地内

３ 変更に係る区域 別紙図面のとおり

４ 敷 地 面 積 (変更前) 46.9ヘクタール

(変更後) 47.0ヘクタール

５ 変更に係る区域の供用開始の期日

平成15年３月25日
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●�都市公園の区域の変更
次のように都市公園の区域を変更するので, 茨城県都市公園条例 (昭和32年茨城県条例第26号) 第14条の２の規定

に基づき, 次のとおり公告する｡

平成15年３月13日

茨城県知事 橋 本 昌

１ 名 称 笠間芸術の森公園

２ 位 置 笠間市大字笠間地内

３ 変更に係る区域 別紙図面のとおり

４ 敷 地 面 積 (変更前) 33.8ヘクタール

(変更後) 33.9ヘクタール

５ 変更に係る区域の供用開始の期日

平成15年４月１日
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●�道路の位置の指定
建築基準法 (昭和25年法律第201号) 第42条第１項第５号に規定する道路の位置を次のとおり指定した｡

平成15年３月13日

茨城県知事 橋 本 昌
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指定番号 指定年月日
申 請 者

道路の位置
道路の幅員及び延長

氏 名 住 所 幅 員 延 長

鹿総建指令 メートル メートル

第 62 号 平成15年３月４日
みつる商事
代表者
小沼 満昌

鹿島郡大洋村大字台
濁沢804番地

鹿島郡大洋村大字汲上
字八丁2690番13

6.20 42.18
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